
－1－ 

地域包括支援センターの事業計画について 

 

１ 地域包括支援センターから提出された事業計画について 

地域包括支援センター設置運営法人は、平成 22 年度地域包括支援センター設置運営事業を受

託するにあたって、事業目標等をまとめた「地域包括支援センター事業計画」を提出した。事業計画

は下記の項目で構成され、それぞれの項目ごとに、平成 21 年度における事業の実施結果と、平成

22 年度の事業計画について記述されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成 21 年度事業の実施結果について 

各センターから提出された実施結果報告の概要は下記のとおりである。 

 

(1) 総合相談支援業務 

①地域の高齢者の実態把握 

・多くのセンターが「地域活動（民児協定例会など）への訪問・参加による情報収集」「収集した

情報に基づき、必要に応じた高齢者宅への戸別訪問」「戸別訪問の必要がある高齢者につい

て他の地域資源につながるような働きかけ」を行っている。 

・独自の工夫としては、これまでに関係を築いてきた機関に加えて、市営住宅の管理者やアパ

ートの大家等と連携することで、気になる高齢者の情報把握につながったというケースもあった。

一方、新築の大型マンションが増加している圏域を担当するセンターからは、実態把握の困難

さに苦慮する声も聞かれた。 

 

②総合相談業務 

・多くのセンターが「相談者の必要な情報の把握、緊急性の判断及びそれらの記録」「相談内容

（事業計画項目） 

１ 地域包括支援センター運営の基本方針 

 ・担当圏域の現状と課題 

 ・平成22年度のセンター運営にあたっての基本方針 

２ 各事業の進め方 

① 総合相談支援業務 

② 権利擁護業務 

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

④ 介護予防関連業務 

⑤ 地域・関係機関との連携・ネットワークづくり 
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から訪問が必要と判断した場合の迅速な対応」「関係機関への連携・引継」「定期的な状況確

認及び状態に応じた継続的な支援」を行っている。 

・障害を持つ方や生活保護を受けている方からの相談等、制度横断的かつ複合的な問題を抱

えるケースへの対応が多くなっていると認識しているセンターが増えている。今後は、センター

内職員間及び各種関係機関との連携が必要となる場面が一層増していくことが予想される。 

・「防災への対応」に関し、多くのセンターは「センターとして安否確認等の対応をすべき方のリ

スト作成」「センター独自の災害時対応マニュアル整備」を行っている。 

 

(2) 権利擁護業務 

①成年後見制度の活用促進 

・多くのセンターが「他機関と連携しながらの制度活用支援」「成年後見に結びつかない場合で

の日常生活自立支援事業との連携・連絡」「地域の高齢者や関係機関への制度のＰＲ」を行っ

ている。 

・一方で、成年後見制度の事例に関しては、複雑な問題を抱えるケースである場合が多く、支

援の困難さや要する時間の多さを認識している、という声が複数のセンターから出ていた。 

 

②高齢者虐待への対応 

・多くのセンターが「高齢者虐待マニュアル等をもとに区役所をはじめとした他機関との連携、対

応」「地域の高齢者及び関係機関への必要に応じた制度の周知」を行っている。 

・さらに、虐待を地域で防ぐ、地域で支えるためのネットワークの構築に積極的に取り組んでい

るセンターが増えてきている。 

 

③消費者被害の防止 

・多くのセンターが「制度を理解したうえでの消費生活センターや警察などの他機関と連携、対

応」「地域の高齢者及び関係機関へのパンフレット等を活用しながらのＰＲ」を行っている。 

・さらに、民生委員から寄せられた情報をもとに支援を行い、実際に被害防止につながった実

績のあるセンターもある。 

 

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

①包括的・継続的ケアマネジメント体制構築 

・多くのセンターが「利用者の状態の変化に応じ、病院への入退院時に医療機関と介護支援専

門員等との連携が図れるような調整」「関係機関に対し、サービス担当者会議について理解が

得られるような働きかけ」を行っている。 

・地域の関係機関と連携し、地域全体の高齢者に対する包括的・継続的ケア体制構築に資す

ることを目的として、ほとんどのセンターで担当圏域包括ケア会議が複数回実施された。21 年

度は「高齢者虐待防止」「認知症の理解」といった個別のテーマを設定して会議を開催するセ

ンターが多く見られるとともに、「高齢者虐待防止ネットワーク」構築事業の取組の一環にこの

会議を位置づけているセンターも増えている。 

・一方で、医療機関との役割分担の共有が不十分であるという課題認識を持つセンターも複数
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見られ、医療機関・センター・地域の介護支援専門員がお互いの役割を認識できるような機会

を作ることが求められる。 

 

②介護支援専門員に対する個別支援 

・多くのセンターが「必要に応じたケアプラン作成指導」「関係する居宅介護支援事業所に対す

る個別支援」「地域の居宅介護支援事業所の介護支援専門員の状況把握」を行っている。 

・すべてのセンターで研修会や事例検討会が実施され、今後も継続的に実施する方針とされて

いる。テーマは「権利擁護」「介護予防支援ケアプラン」を取り上げているセンターが多い。 

 

(4) 介護予防関連業務 

①特定高齢者把握 

・多くのセンターが「機会を捉えて介護予防の普及啓発を行ったうえでの基本チェックリストの実

施」「前年度に特定高齢者と決定された方に対する可能な範囲での状況把握、生活機能評価

受診勧奨及び結果の把握」「その他候補者に該当しそうな方に対する生活機能評価受診勧

奨」を行っている。 

・特定高齢者に決定された方に対して元気応援教室等への参加の動機付けを目的に、サービ

スの案内に関する「お便り」を送付する等の働きかけを行うセンターが多くなってきた。 

 

②介護予防ケアマネジメント 

・多くのセンターが「利用者の自立支援に向けた目標指向型支援」「インフォーマルサービスの

活用も視野に入れた、本人にとってもっとも必要とされるサービスの把握及びプランへの取り入

れ」を意識して介護予防ケアマネジメントを実施している。 

 

③介護予防の普及・啓発 

・多くのセンターが「地域の関係機関やボランティア団体等からの要望に応じ、介護予防・健康

づくりに係る講師等としての協力」「介護予防運動サポーター・自主グループ活動の把握及び

支援」「担当圏域の状況を踏まえた計画的な介護予防教室の開催」「介護予防教室に関し、参

加者の偏りのないような周知及び教室終了後を見越したフォロー」を行っている。 

・老荘大学や圏域内のボランティア交流会等、これまで関わりを持っていなかった地域の会合

に向けて講演を行ったり、参加するセンターも見られた。 

 

④介護予防自主グループ支援 

・多くのセンターが適宜、活動の意味づけ、必要性について伝える等の後方支援を行っており、

グループの自立性を促すように働きかけている。 

 

⑤介護予防教室 

・地域の実情に合わせ、閉じこもりがちな高齢者の参加の機会としたり、自主グループ化を意識

する等の目的で開催しているセンターが増えている。また、教室開催数自体が増えていること

もあり（昨年度：734 回→今年度 790 回）、地域における介護予防の普及啓発がより積極的に

行われていることが窺える。 



－4－ 

(5) 地域・関係機関との連携・ネットワークづくり 

・多くのセンターが「民生委員や町内会との顔が見える関係の構築」を行っている。 

・警察（派出所）や金融機関（郵便局等）、スーパーや商店とも関係を築いているセンターが増えて

きている。 

・圏域内の社会資源の把握、地域団体との情報共有を目的に「福祉マップづくり」に取り組むセン

ターが増えてきている。 

・ネットワークづくりの大きな柱として「認知症高齢者支援」を掲げ、既に取り組んでいる「高齢者虐

待防止ネットワーク構築事業」と関連付けて、関係作りに取り組むセンターも見られる。 

 
 

３ 平成 22 年度事業の実施計画について 

各センターから提出された実施計画は、これまでの事業実績から浮かび上がってきた課題を踏ま

えたものとなっている。計画の中でセンターが特に重視していることや、独自性のあるものとして、お

おむね下記の点が挙げられている。（各センターが掲げる、平成 22 年度のセンター運営にあたって

の基本方針の概要については、別紙「平成22年度地域包括支援センター運営にあたっての基本方

針」を参照） 

◇新しいマンションが次々と建設され、なかには町内会に未加入なマンションも存在する現状があ

る。そのため、マンションへの周知を継続的に行い、これまで形成した地域のネットワークをさら

に活用しながら、相談が寄せられやすい体制を構築する。 

◇地域の銀行等の金融機関に対して「成年後見制度」の存在の普及と被害の未然防止を行うた

め、制度が必要だと思われる方がいた場合、地域包括支援センターをＰＲしてもらうような関係

づくりを行う。 

◇介護支援専門員への勉強会・研究会を年に数回開催し、「高齢者虐待防止」「認知症への理

解」をテーマにして行う。 

◇地域の中で、今後介護予防運動サポーターになりそうな方の積極的な掘り起こしと、区役所・増

進センターと協力し、サポーター向けの養成研修を実施する。 

◇幅広い世代への「認知症の理解」の浸透を目的として、小中学生や勤労世代等に対して「認知

症サポーター養成講座」を開催する。 

◇「認知症地域資源マップの作成」を目標としたり、「認知症の方を支えるために」という視点を根

付かせることを目的として「担当圏域包括ケア会議」の開催を行う。 

 

４ 事業実施状況の確認について 

これらの事業計画は、各地域包括支援センターから提出された原案をもとに、地域包括支援セン

ター、区役所保健福祉センター及び介護予防推進室の職員が意見交換を行ったうえで作成されて

いる。本市としては、今年度後半に予定している事業評価及び年度末の実施結果報告などを通し、

計画が適正に実施されているかについての確認及び評価を行っていく。 
























